
エネルギー・食料品価格等の物価高騰への支援について

物価高騰の影響を受けている生活者や事業者への支援について

令和８年１月19日 須賀川市記者会見 【担当：企画政策課】 1

※令和８年度事業分を含む。

①食料品等価格高騰対策事業 （R7～）

米などの食料品の物価高騰による家計負担の軽減支援
〔19～69歳の方に5千円を電子マネー等で支援〕

（243,866千円）

②高齢者生活応援事業 （R7～）
高齢者生活応援商品券で高齢者の家計負担の軽減支援
〔70歳以上の方に１万円相当商品券を配布〕

（179,823千円）

③給食食材高騰対策事業 （R7、R8）

物価高騰等による給食費の保護者負担を支援（小学
校、中学校、保育施設等（3～5歳児））

（244,083千円）

New

New

生活者支援

④中小企業・小規模事業者物価高騰対策
重点支援金（第６弾) （R7）
市内の中小企業・小規模事業者に対し、経営負担を
緩和するため、従業員数に応じて支援

（96,000千円）

⑤家庭ごみ分別収集運搬事業者支援事業
家庭ごみ収集事業の安定的な実施を図るため、車
両燃料代等の価格高騰への対応を支援 （R7、R8）

（84,386千円）

New

事業費総額 848,158千円
※物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（829,134千円）を活用

事業者支援

物価高対応子育て応援手当支給事業 〔児童手当受給対象児童１人あたり２万円を支給〕 （239,449千円）国

市 市



エネルギー・食料品価格等の物価高騰への支援について

【 市単独事業 （市独自の支援策） 】

① 食料品等価格高騰対策事業 （243,866千円）

令和８年１月19日 須賀川市記者会見 【担当：企画政策課】 2

対 象 者
令和８年３月１日時点で本市住民基本台帳に登録されている、昭和31年4月２日から
平成19年4月1日までに生まれた方

支 援 額 １人あたり５千円

支給方法
４月から順次通知書を対象世帯へ送付します。
受け取り方法は、電子マネー、電子クーポン、コンビニＡＴＭ現金受け取りのいずれかの方法
または口座振込を選択可能とします。

長期化するエネルギーや食料品価格等の物価高騰に直面する市民の暮らしの支援として、

19歳から69歳までの全ての市民を対象に、１人あたり５千円を支援します。

家計支援



エネルギー・食料品価格等の物価高騰への支援について

【 市単独事業 （市独自の支援策） 】

② 高齢者生活応援事業 （179,823千円）

長期化するエネルギーや食料品価格等の物価高騰による高齢者の生活を支援するた

め、70歳以上の全ての市民を対象に、市内の店舗等で使用できる１万円相当の商品券

を配布します。

令和８年１月19日 須賀川市記者会見 【担当：長寿福祉課】 3

対 象 者
令和８年３月１日時点で、本市住民基本台帳に登録されている昭和３１年４月１日以前に

生まれた方

支 援 額 １人あたり １万円相当の商品券（１千円×10枚）

配布方法 ４月下旬頃から対象者へ順次送付予定

家計支援・高齢者支援



エネルギー・食料品価格等の物価高騰への支援について

【 市単独事業 （市独自の支援策） 】

③ 給食食材高騰対策事業 （244,083千円）

長期化するエネルギーや食料品価格等の物価高騰による影響を受ける保護者負担を軽減

するため、給食食材高騰対策分等を支援します。

令和８年１月19日 須賀川市記者会見 【担当：学校教育課・こども課】 4

対 象 者 市内の小学校、中学校、保育施設等（３～５歳児）

支援内容

①小学校 国補助額を上回る給食食材高騰分に対して支援し、無償化を実施

【令和８年度】

②中学校 給食食材高騰分を支援 【令和８年度】

③保育施設等 市単独事業として実施している無償化を継続 【令和７・８年度】

支給方法 学校等に対して、児童・生徒数等に応じた支援金を支給

そ の 他

・小学校および中学校に対する支援は、令和８年度予算で実施する事業となります。

・保育施設等は令和元年度から市単独事業として無償化を実施していますが、国交付金を活

用して無償化を継続します。

子育て世帯支援



エネルギー・食料品価格等の物価高騰への支援について

【 市単独事業 （市独自の支援策） 】

令和８年１月19日 須賀川市記者会見 【担当：商工課】

④ 中小企業・小規模事業者物価高騰対策重点支援金［第６弾］

（96,000千円）

対 象 者 市内の中小企業、小規模事業者

支 援 額

従業員数 ０～ ９人 ３万円 ３０～３９人 １５万円

１０～１９人 ６万円 ４０～４９人 ２０万円

２０～２９人 １０万円 ５０人～ ２５万円

申請方法 申請方法の詳細については、１月中に市ホームページ等でお知らせします。

申請期間 ２月9日（月）～2月25日（水）

長期化するエネルギーや食料品価格等の物価高騰に直面する市内の中小企業・小規模事

業者に対して、経営負担を緩和するための支援金を従業員数に応じて支援します。

5

中小企業支援



エネルギー・食料品価格等の物価高騰への支援について

【 市単独事業 （市独自の支援策） 】

令和８年１月19日 須賀川市記者会見 【担当：環境課】

⑤家庭ごみ分別収集運搬事業者支援事業（84,386千円）

対 象 者 市内の家庭ごみ分別収集運搬事業者

支援内容 車両燃料代等の価格高騰に伴う委託契約単価の見直しにあたり、国交付金を活用

6

家庭ごみ収集事業の安定的な実施を図るため、車両燃料代等の価格高騰への対応
を支援します。

中小企業支援



エネルギー・食料品価格等の物価高騰への支援について

【 国の支援策】

令和８年１月19日 須賀川市記者会見 【担当：こども課】

⑥物価高対応子育て応援手当支給事業（239,449千円）
※令和7年12月補正済

対 象 者
児童手当支給対象児童（令和７年９月30日時点）を養育する父母等
※対象児童には、令和７年10月1日から令和8年3月31日までに生まれる新生児も含む。

支 援 額 １人あたり ２万円

申請方法
市から児童手当を受給されている方は、申請不要です。
児童手当を受給されている公務員の方は、申請が必要です。対象者には２月上旬に通知し
ますが、通知前に申請することもできます。

支 給 日 １月から５月までの各月下旬

7

子育て世帯支援

長期化するエネルギーや食料品価格等の物価高騰による家計負担を軽減し、子育て
世帯の生活を支援するため、こども１人あたり２万円を支援します。


